
沖縄県職員等公益通報制度に関する要綱

（目的）

第１条 この要綱は、職員等からの公益通報が迅速かつ適正に取り扱われる仕

組みに関し必要な事項を定め、公益通報者の保護を図ることにより、適法か

つ公正な県政の運営に資することを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において、「職員等」とは、次に掲げる者をいう。

⑴ 知事部局、出納事務局、労働委員会事務局、議会事務局、選挙管理委員

会、監査委員事務局及び人事委員会事務局に所属する地方公務員法（昭和

25年法律第261号）第３条第２項及び第３項に規定する職員（以下「職員」

という。）又は公益通報の日前１年以内に当該職員であった者

⑵ 県から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員若しくは従業員

又は公益通報の日前１年以内に当該役員若しくは従業員であった者

２ この要綱において、「公益通報」とは、県政の適法かつ公正な執行を期す

ることを目的に、職員等により行われる通報をいう。

３ この要綱において、「公益通報者」とは、公益通報を行う職員等をいう。

（公益通報）

第３条 職員等は、県の事務若しくは事業に関し、次の各号のいずれかに該当

する事実があると思料するときは、公益通報をすることができる。

⑴ 法令（条例、規則等を含む。）に違反し、又は違反するおそれのある事

実

⑵ 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影

響を与えるおそれのある事実

⑶ 県に対する県民等の信頼を損なうおそれがある事実

（公益通報者の責務）

第４条 公益通報者は、公益通報に当たっては、所属及び氏名を明らかにし、

客観的な資料に基づき誠実に行うよう努めなくてはならない。

２ 公益通報者は、他人に損害を与える目的その他不正な目的又は人事上の処

遇、その他自らの私的利益を得る目的で公益通報することはできない。

（公益通報者の保護）

第５条 職員は、公益通報者に対していかなる不利益な取扱いもしてはならな

い。

２ 公益通報に係る文書、公益通報者に関する情報等は、非公開とする。

３ 職員は、公益通報者を特定しようとする行為を行ってはならない。

（通報対応体制）

第６条 通報対応業務の責任者として、総務部長の職にある者を充てる。

２ 通報対応業務を行い、かつ、公益通報者を特定させる事項を伝達される者

を通報対応業務従事者とし、それぞれ次の各号に掲げる者をもって充てる。

ただし、公益通報のあった内容に関して利害関係を持つと認められる職員



については、通報対応業務従事者として指名しない。

⑴ 次に掲げる課の課長又は服務担当の班長、主幹若しくは班員

ア 総務部人事課

イ 各部等の主管課

ウ 出納事務局会計課

エ 労働委員会事務局調整審査課

オ 議会事務局総務課

カ 監査委員事務局監査課

キ 人事委員会事務局総務課

⑵ 選挙管理委員会書記長又は服務担当の班長、主幹若しくは班員

⑶ その他総務部長が指名する者

３ 通報対応業務従事者は、公益通報者の特定につながり得る情報（通報者の

氏名、所属等の個人情報のほか、公益通報者等しか知り得ない情報等を含む。

以下同じ。）を通報対応業務従事者以外の者に共有してはならない。

（公益通報の処理）

第７条 公益通報は、親展文書（封書）又は電子メールにより、人事課長に対

して行うものとする。

２ 人事課長は、公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは

受理しない旨及びその理由を、公益通報者に対し、遅滞なく通知しなければ

ならない。

３ 人事課長は、公益通報を受理した場合には、総務部長に報告するものとす

る。

４ 総務部長は、当該公益通報について調査の必要があると認めるときは、直

ちに調査を開始するものとする。

５ 人事課長は、関係する通報対応業務従事者と連携し、公益通報の対象とな

った職員、関係する課等に対し調査を行い、その結果を総務部長に報告する

ものとする。

６ 前項の報告を受け、総務部長は当該調査結果を知事に報告しなければなら

ない。

（独立性の確保)

第８条 人事課長は、調査結果の整理にあたり、弁護士等による助言を受ける

など、公益通報の対象となった職員からの独立性を確保する措置を講ずるも

のとする。

（是正措置等）

第９条 知事は、第７条の調査結果に応じて、必要な措置をとるものとする。

２ 知事は、是正措置及び再発防止策（以下「是正措置等」という。）をとっ

たときは、その内容について、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシ

ー等に配慮しつつ、公益通報者に対し遅滞なく通知するよう努めるものとす

る。



（調査結果の公表等）

第10条 知事は、必要と認める事項を適宜公表するものとする。

２ 知事は、是正措置等が十分に機能していることを適切な時期に確認し、必

要があると認めるときは新たな是正措置等その他の改善を行うものとする。

３ 知事は、公益通報者に対し、公益通報したことを理由とした不利益取扱い

や職場内で嫌がらせ等が行われていないか適宜確認するものとする

（懲戒処分等）

第11条 知事は、第５条第３項、第６条第３項の規定に正当な理由なく違反し

た職員及び前条第３項に規定する不利益扱いや職場内での嫌がらせ等を行っ

た職員には、懲戒処分その他必要な措置をとるものとする。

（公益通報等の関連文書の管理）

第12条 公益通報等の処理に係る記録及び関係資料については、文書管理に関

する法令に基づき適切な方法で管理しなければならない。

（職員等への周知）

第13条 総務部長は、定期的な案内その他適切な方法により、本要綱の内容、

通報対応体制及び公益通報処理の仕組み等について、職員等に対し周知・教

育するものとする。

２ 前項に規定する事務は、人事課長に行わせることができる。

３ 人事課長は、公益通報等の方法、取扱い、公益通報者の保護の仕組み等に

ついて職員等から質問があった場合は、これを教示するものとする。

（任命権者の協議）

第14条 知事は、公益通報の対象となった職員が議会事務局、選挙管理委員会、

監査委員事務局及び人事委員会事務局に所属する場合にあっての第６条、第

７条、第９条、第10条及び第11条の取り扱いについて、必要に応じそれぞれ

の任命権者と協議するものとする。

（運用上の注意）

第15条 この要綱の運用に当たっては、関係者の人権が不当に侵害されないよ

うに配慮するものとする。

２ 総務部長は、通報対応体制の評価・点検を実施し、必要に応じて通報対応

体制の改善を行うものとする。

（その他）

第16条 この要綱に定めるもののほか、制度の運営に関し必要な事項は人事課

長が別に定めるものとする。

附 則（平成18年３月10日総人第1381号）

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。

附 則（令和５年10月30日総人第494号）

この要綱は、令和５年10月30日から施行し、同日以後になされた公益通報に

ついて適用し、同日前になされた公益通報については、なお従前の例による。


